
 

取組状況

（拡充内容）議長の議員指名等の発言内容及び議員の発言許可について改善を実施

【経　　過】

○

内容及び議員の発言許可について」を諮問

○ 諮問を受け、議会運営委員会において見直しについて協議

○

【見直しの内容】

○ 代表質問、一般質問、議案質疑において、議長が議員を指名する際の呼称を変更した

甲田乙郎 議員 ：　「議長　■番」

議　　　長 ：　「■番」 ※番号で指名

甲田乙郎 議員 ：　「議長　■番」

議　　　長 ：　「甲田乙郎 議員」 ※氏名＋議員で指名

○ 一般質問における２問目以降に、質問議員が議長に対し発言許可を求めることを不要とした

○ 上記以外の本会議における発言許可に関し、上記と同様の呼称に変更した

※ 上記見直し内容については、平成30年３月定例会議から導入した

取組状況

（継続内容）

取組状況

（継続内容）

○ 市民情報室で収支報告書等の写しを公開

○

（拡充内容）

○

【次ページへ続く】

 議会だよりへの掲載
(議会だより平成29年8月1日号に掲載)

政務活動費の制度概要や主な支出項目の説明
及び収支実績にかかる一覧表

公開手段 公開内容 A
　平成２８年度に検討した情報公開内容に基づき、市民
情報室、ホームページ、議会だよりにて公開しており、評
価できる。

 議会ホームページへの掲載
(平成29年6月末に掲載)

政務活動費の制度概要や取扱いの説明、収支
実績にかかる一覧表、収支報告書及び証拠書
類（領収書など）の写し

提出に関する説明記事を掲載するとともに、政務活動費の関係規定（条例、規則、要綱

評価

政務活動費の使途に関する情報公開の内容（下線部分は平成29年度より実施）

確認結果

・実施済（継続及び拡充）

市議会ホームページにおいて「政務活動費」のあらまし、使途基準や収支報告書等の

③政務活動費に係る収支報告書等の公開（第１４条関係）

平成２８年度に政務活動費検討会にて検討した結果を基に、政務活動費の一層の透明化

を図るための施策（下記参照）を実施

 市民情報室における閲覧
（市役所１階)

収支実績にかかる一覧表、収支報告書及び証
拠書類（領収書など）の写し

B
　委員会ごとにわかりやすい表現に努めており、評価でき
る。
　さらに市民にとってわかりやすい表現について継続して
改善に努めるべきである。委員会ごとにわかりやすい表現に努めた運営を実施

評価について
評価Ａ：十分又は概ね達成、継続　　　評価Ｂ：一部達成、拡充　　　評価Ｃ：不十分、拡充又は改善　　　評価Ｄ：積極的な実施への取り組みが必要

評価Ｅ：制度等の導入又は改善　　　評価外：実施主体が市当局又は達成の検証が不適
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取組内容

など）をPDFファイルにて掲載

平成２９年度　議会基本条例の項目ごとの施行状況評価及び確認結果

（１）市民に開かれた議会

①市民に分かりやすい言葉及び表現の方法を用いた議会運営（第８条関係） 評価 確認結果

②市民に分かりやすい委員会での議論（第１１条関係） 評価 確認結果

取組内容

（継続内容）本会議における議長次第のわかりやすい表現への改善を、継続して実施

平成30年２月９日付けで議会運営委員会委員長から議長に見直し内容を答申

・実施済（継続及び拡充）

B

　議長が議員を指名する際の呼称を見直ししたことにつ
いて、改善につながっており、評価できる。
　市民にとって、専門的でわかりにくい言葉や表現につい
て、継続して改善に努めるべきである。

平成29年12月20日付けで議長より議会運営委員会委員長に「議長の議員指名等の発言

・実施済（継続）

取組内容

変更前

変更後

別 紙



評価Ｅ：制度等の導入又は改善　　　評価外：実施主体が市当局又は達成の検証が不適

2

ふくしま市議会だより掲載内容（平成29年８月１日号から抜粋）

福島市議会ホームページ掲載内容（福島市議会ホームページから抜粋）

確認結果

【前ページからの続き】

取組内容

　ふくしま市議会だよりに、前年度の政務活動費の収支実績を掲載した。
　市民に政務活動費の支出状況を各世帯配付の議会だよりで公開することにより、政務
活動費の適正執行に寄与している。

　それぞれのリンクをクリックすることにより、各会派が支出した領収書等の証拠書類を
PDFファイルで見ることができるようになった。
　これにより、市民は閲覧請求の手間をかけることなく政務活動費の証拠書類を確認する
ことができるようになり、政務活動費の一層の透明化に寄与している

評価について
評価Ａ：十分又は概ね達成、継続　　　評価Ｂ：一部達成、拡充　　　評価Ｃ：不十分、拡充又は改善　　　評価Ｄ：積極的な実施への取り組みが必要

③政務活動費に係る収支報告書等の公開（第１４条関係） 評価



取組状況

（継続内容）

○

○

○

○

本会議傍聴者数 委員会傍聴者数

１，１７４人 ２０９人

８４６人 ６０人

傍聴者数

１８人

２２人

（拡充に向けた協議の内容）

○

取組状況

（継続及び拡充内容）

○ 議会報告会の開催を継続して実施するとともに、平成２９年春季からは議会報告会と併せて

意見交換会を実施し、市民から市政各般に渡る意見を聴取した。

なお、今後の運営の参考とするため、アンケート調査を実施した。

会場 参加人数

信陵支所 １３人

吉井田支所 ７人

松川支所 １８人

清水支所 ６人

４４人

A

　平成２９年春季から議会報告会と併せて意見交換会を
実施するなど改善に取り組み、市政各般にわたる意見を
聴取した。
　また、今後の運営の参考とするためアンケート調査を実
施しており、評価できる。

【次ページへ続く】

取組内容

区分

会議録検索上で公開する会議

手話通訳実施要領に基づき、本会議の傍聴に際し、希望者に手話通訳者を手配

・実施済（継続及び拡充に向け協議）

市役所本庁舎１階の玄関に、本会議の会議日程、代表質問及び一般質問の登壇議員

に関するお知らせを掲示

　平成２９年度までは、市議会ホームページにおける記録の公開は、本会議でのみ行っ

ている状況であるが、委員会の記録の公開に向け、議会運営委員会にて協議を実施。

　平成３０年度から、委員会の記録を市議会ホームページ上で公開することとした。

公開する会議等の概要（追加分）

評価について
評価Ｅ：制度等の導入又は改善　　　評価外：実施主体が市当局又は達成の検証が不適
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市議会ホームページで公開する会議
(PDF)

議会運営委員会

常任委員会(議案、請願等の審査)

予算・決算特別委員会、分科会

(議案)審査特別委員会

常任委員会(所管事務調査)

調査特別委員会等

会議名

評価 確認結果④本会議、委員会及び協議の場の公開（第１５条関係）

平成２９年５月１２日（金）午後７時

取組内容

本会議、委員会の公開及び傍聴手続きの簡素化の実施

A

平成２８年４月～平成２９年３月

平成２９年４月～平成３０年３月

　本会議、委員会傍聴者の状況

期　　　　　　　間

平成２８年４月～平成２９年３月

平成２９年４月～平成３０年３月

　協議等の場の傍聴者の状況

期　　　　　　　間

　継続内容及び拡充に向けた協議の内容について、現状
でできることを実施しており、評価できる。

　ａ.議会報告会の開催（第１６条第２項関係）

・実施済（継続及び拡充）

確認結果評価

平成２９年５月１１日（木）午後７時

平成２９年５月１２日（金）午後１時３０分

　平成２９年春季議会報告会

⑤市民との情報の共有、積極的な情報公開の推進、市民への説明責任（第１６条関係）

評価Ａ：十分又は概ね達成、継続　　　評価Ｂ：一部達成、拡充　　　評価Ｃ：不十分、拡充又は改善　　　評価Ｄ：積極的な実施への取り組みが必要

会議日程等を市議会ホームページへ掲載

合計

開催日時

平成２９年５月１１日（木）午後１時３０分



会場 参加人数

飯坂支所 ７人

三河台学習センター １１人

杉妻学習センター ４人

西支所 １５人

３７人

取組状況

（継続内容）

○ 平成27年5月1日号から、市議会だよりのリニューアルを実施

○

（継続内容）

○ 福島市ホームページのリニューアルに併せて、平成29年3月1日にリニューアルを実施

・トップページの写真や左側メニューの項目の文字等を大きく し、高齢者でも見やすい

 ページ作りを実施

○ 本会議の傍聴に、手話通訳者の手配を導入し、ホームページでの案内を掲載

（拡充内容）

○ 【平成29年 ５月～】

（従前はウインドウズ搭載パソコンでのみの視聴環境であったが、スマートフォンやタブレット

 端末からも視聴できるように改善）

○ 広報委員会において協議を行い、新コンテンツを掲載

【平成29年 ４月～】

【平成29年12月～】

【参考】「今週の議会の動き」掲載記事

評価について
評価Ａ：十分又は概ね達成、継続　　　評価Ｂ：一部達成、拡充　　　評価Ｃ：不十分、拡充又は改善　　　評価Ｄ：積極的な実施への取り組みが必要

評価Ｅ：制度等の導入又は改善　　　評価外：実施主体が市当局又は達成の検証が不適
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　ａ.議会報告会の開催（第１６条第２項関係）

取組内容

【前ページからの続き】

評価 確認結果

　

取組内容

評価

・実施済（継続及び拡充）

・表紙及び最終ページのカラー化

・議会活動を紹介するため「今週の議会の動き」の掲載を開始

議会中継のマルチデバイス化の実施

平成２９年１１月９日（木）午後７時

・文字の１１ポイント化及びページ増（１号あたり２ページ）

・タイトルのリニューアル（季節の写真を掲載）

・代表質問、一般質問の掲載方法の見直し

・議決結果の掲載及び委員会活動内容の掲載

点字版市議会だより、音声版市議会だよりの作成、配付

・難解な議会用語について解説した「議会用語一覧」の掲載を開始

開催日時

平成２９年１１月５日（日）午前１０時

平成２９年１１月５日（日）午後６時３０分

平成２９年１１月６日（月）午後１時３０分

合計

確認結果
　ｂ.市議会だより及び市議会ホームページによる議会活動の分かりやすく、積極的な周知
   （第１６条第３項関係）

　委員会の写真を入れてわかりやすくするほか、「今週の
議会の動き」や「議会用語一覧」など広報委員会による協
議内容を踏まえ、現時点で可能な限り取り組んでおり、評
価できる。

A

　平成２９年秋季議会報告会

市議会だより

市議会ホームページ



取組状況

７件

取組状況

・市議会ホームページに掲載

・市役所１階市民情報室にて資料閲覧可能

取組状況

取組状況

○

○

【平成２９年度における開催実績】

実施委員会

建設水道常任委員会

経済民生常任委員会

経済民生常任委員会

総務常任委員会

取組状況

○

関するパブリックコメントを実施した実績がある。

○ 平成２９年度は、パブリックコメントを実施しなかった。

取組状況

本会議

取組状況

本会議

評価

評価について
評価Ａ：十分又は概ね達成、継続　　　評価Ｂ：一部達成、拡充　　　評価Ｃ：不十分、拡充又は改善　　　評価Ｄ：積極的な実施への取り組みが必要

評価Ｅ：制度等の導入又は改善　　　評価外：実施主体が市当局又は達成の検証が不適

5

確認結果

・実施の枠組を制定済

B
　本会議での自由討議の実績はなかったが、委員会にお
いては、発言しやすい状況を作り、自由闊達な議論を引
き出す委員会運営を実施した。取組内容

実績なし

委員会
各常任委員会における議案等審査を充実させるため、議員相互

　ｂ.公聴会制度、参考人制度の積極的活用（第１７条第３項関係） 評価 確認結果

取組状況
・公聴会の開催実績なし

B
　参考人の招致については、各委員会の所管事務調査
の中で積極的に実施しており、評価できる。
　なお、公聴会については、必要に応じ実施していくもの
である。

・参考人の招致実績あり（継続）

取組内容

　今後、必要に応じて実施していく。

（２）議員間の自由闊達な議論、討議を行う議会

①本会議、委員会での反問、反論（第１８条関係） 評価

取組内容

取組内容

C

評価

取組内容

（継続内容）議案概要資料及び委員会資料の公開 （定例会議、緊急会議終了後）

　ｅ.議案、請願及び陳情に対する議員個人の賛否の公表（第１６条第６項関係）

  情報公開条例に基づき、議会情報の公開を実施してお
り、評価できる。

確認結果

D 　意見交換会の取り組み実績がなかったため、積極的な
実施への取り組みが必要である。

⑥ 市民参加の推進（第１７条関係）

〇議員個人の賛否を確実に把握できる採決システムの導入（議会のICT化）について、平成２８年
度中に開催した議会運営委員会において検討を行った。

D 　仮議場で議会運営をしている状況にあり、２９年度は、
議員個人の賛否の公表に向けた進展はなかった。

確認結果

取組状況 ・実施要綱制定済　　・実績なし C

  議案や委員会資料の公開を継続して実施しており、評
価できる。

　今後、必要に応じて実施していく。

（公開期間：１年６カ月）

取組内容

参考人招致実施日、内容、（招致人数）

H30. 1.17　空き家に関する課題の解決に向けた手法について（１名）

H30. 1.17　本市農業の6次産業化の推進に関する調査に資するた
めの諸項目について（２名）

H30. 1.29　本市農業の6次産業化の推進に関する調査に資するた
めの諸項目について（１名）

H30. 1.30　消防団の充実強化に関する調査に資するための諸項目
について（３名）

　ｄ.パブリックコメントの実施（第１７条第５項関係）

・未実施

　ｃ.請願及び陳情の提出者からの意見の聴取（第１７条第４項関係）

・実績なし

間の自由闊達な議論を引き出す委員会運営を実施している

③政策討論会の開催（第２３条関係） 評価 確認結果

本会議において、反問権が行使された。

各常任委員会における議案等審査を充実させるため、議員相互

間の自由闊達な議論を引き出す委員会運営を実施している
委員会

②本会議、委員会での議員間の自由討議（第２２条関係）

取組内容

取組内容 開示請求件数

　ｃ.情報公開条例に基づく議会情報の公開（第１６条第４項関係）

過年度において「福島市議会基本条例（素案）」及び「福島市議会政治倫理条例（素案）」に

・実施済（継続）

取組状況

　ａ.市民との意見交換及び意見聴取の場の実施（第１７条第２項関係）

・未実施

・未実施

市政の具体的な課題についてテーマを設け、市民から意見を伺い、議会活動を通じて市政

・実施運営方法確認済

B
　本会議においては、質問の趣旨を確認する反問権は行
使されたが、反論権の行使はなかった。なお、反問権、反
論権の行使については、市当局の判断に委ねるところで
ある。

確認結果

確認結果

C 　今後、必要に応じて実施していく。

評価

A

評価

評価

確認結果

評価

確認結果

に反映させることを目的とし、委員会による意見交換会を開催した実績がある。

平成29年度は、委員会による意見交換会は実施しなかった。

　ｄ.議案、委員会資料の公開（第１６条第５項関係） 評価 確認結果

・実施済（継続）

A



取組状況

○

取組状況

【平成２９年度において、市長等に提言を提出した実績】

実施期日 提出先

選挙管理委員長

市長

市長

市長

市長

【議員政治倫理条例の概要（ふくしま市議会だより平成29年８月１日号より抜粋）】

6

移住定住の推進に関する調査
（経済民生常任委員会）

本市の住宅政策に関する調査
（建設水道常任委員会）

議会基本条例の改正や関連規則要綱等の見直しが必要なものはなかった。

平成２９年６月定例会議最終日に、議員政治倫理条例策定特別委員長より議員政治倫理条例制定の件を提案し、

（４）基本方針以外の基本条例の達成状況

　その他議会基本条例の改正や関連規則要綱等の見直しが必要なもの

評価について
評価Ａ：十分又は概ね達成、継続　　　評価Ｂ：一部達成、拡充　　　評価Ｃ：不十分、拡充又は改善　　　評価Ｄ：積極的な実施への取り組みが必要

評価Ｅ：制度等の導入又は改善　　　評価外：実施主体が市当局又は達成の検証が不適

A 　常任委員会における所管事務調査を積極的に実施し、
市長等へ政策提言を行っており、評価できる。取組内容

内　　　　容

投票率の向上に関する調査
（総務常任委員会）

①議員政治倫理条例の制定（第３０条第２項関係）

本案は全会一致で原案のとおり可決した。

評価

地域福祉の充実に関する調査
（文教福祉常任委員会）

取組内容

確認結果

平成29年6月16日

除染事業に関する事項並びに除染作業に
より除去された土壌の運搬に関する事項
について
（除染推進等対策調査特別委員会）

A 　議会基本条例に基づき、議員政治倫理条例を制定して
おり、評価できる。

C 　今後、必要に応じて積極的に取り組んでいく。

②市長等に対する政策提言（第２４条第１項関係） 評価 確認結果

・実施済（継続）

過年度において、市長提出議案に対し、議員や委員会による修正案を提出するなど、市長等

に対する積極的な政策立案を実施した実績がある。

（３）政策立案や政策提言を積極的に行う議会

①議員、委員会の積極的な政策立案（第２４条第１項関係） 評価 確認結果

・未実施


